
施設の休館日
❖中央公民館…第４月曜日❖東・南・西・加佐公民館、大浦・城南会館…毎週月曜日❖東・西図書館…毎週月
曜日と祝日（土・日曜日の場合は開館）、毎月末日（土・日・月曜日の場合は火曜日）❖田辺城資料館、郷土
資料館…毎週月曜日（祝日の場合はその翌々日）と祝日の翌日❖総合文化会館、市民会館、陶芸館…毎週月曜
日（祝日の場合はその翌日）❖勤労者福祉会館…第３水曜日❖引揚記念館、東・文化公園体育館…第３木曜日。
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広
報

ま
い

づ
る

６
月

16
日

号
発

行
・

舞
鶴

市
（

〒
625-8555 京

都
府

舞
鶴

市
字

北
吸

1044、
☎

62・
2300）

編
集

・
広

報
広

聴
課

（
☎

66・
1041、

ＦＡＸ
62・

7951）
印

刷
・

有
限

会
社

み
ど

り
印

刷

〈
ホ

ー
ム

ぺ
ー

ジ
〉

http://w
w

w
.city.m

aizuru.kyoto.jp/
舞

鶴
市

役
所

へ
の

郵
便

物
は

、
市

役
所

専
用

の
郵

便
番

号
（

〒
625-8555）

と
担

当
課

名
で

届
き

ま
す

。

◀携帯サ

イトはこ

ちらから
maizuru

催
し

教
室
・
講
座

募
集

子
育
て

相
談

傍
聴

そ
の
他

そ
の
他

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
市
政
の
現

状
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
、
注

文
に
応
じ
て
市
の
職
員
が
直
接
伺
う
「
ま

ち
づ
く
り
出
前
講
座
」
の
メ
ニ
ュ
ー
の
見

直
し
を
行
い
ま
し
た
。
メ
ニ
ュ
ー
は
全
部

で
98
品
。
新
し
く
加
わ
っ
た
メ
ニ
ュ
ー（
４

品
）
は
下
表
の
と
お
り
。「
市
の
制
度
の

こ
こ
が
分
か
ら
な
い
」、「
こ
れ
か
ら
の
舞

鶴
は
ど
う
な
る
の
？
」
な
ど
、
市
政
に
つ

い
て
知
り
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
ご

注
文
く
だ
さ
い
。

【
出
前
時
間
】
原
則
と
し
て
平
日
の
９
時

～
21
時
。
１
講
座
90
分
程
度
。

【
会
場
】
申
込
者
で
準
備
。
市
内
な
ら
ど

こ
で
も
可
。

【
対
象
】
市
内
に
在
住
・
在
勤
・
在
学
し

て
い
る
人
で
構
成
す
る
お
お
む
ね
10
人
以

上
の
グ
ル
ー
プ
（
政
治
・
宗
教
・
営
利
活

動
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
）

【
注
文
方
法
】
注
文
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
希
望
日
の
１
か
月
前
ま
で
に
郵
送

か
フ
ァ
ク
ス
で
広
報
広
聴
課
へ
。
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
可
。

【
メ
ニ
ュ
ー
・
注
文
書
の
配
置
場
所
】
市

役
所（
受
付
、情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、同
課
）、

西
支
所
、
加
佐
分
室
、
各
公
民
館
、
大
浦
・

城
南
会
館
、
東
・
西
図
書
館
ほ
か

【
そ
の
他
】
メ
ニ
ュ
ー
に
な
い
内
容
も
相

談
に
応
じ
ま
す
。

出
前
講
座
を
注
文
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

テーマ 内　容 担当課

これからの公共施設の
あり方について

　本市の公共施設の多くは築後数十年が経過し、老朽化が進行しており、
今後これらの施設の更新や維持管理に多大な経費が見込まれる状況にあり
ます。そうした中で、平成24年に作成した公共施設マネジメント白書に基
づき、舞鶴市の公共施設の現状や今後のあり方についてお話しします。

管財契約課

認知症サポーター
養成講座

　「認知症サポーター」とは、認知症を正しく理解し、認知症の人やその
ご家族を、地域や職場であたたかく見守り支えていく人のことです。講座
では認知症の病気や対応について分かりやすくお話しします。小・中・高
生向けの講座も行います。

高齢者支援課

災害時要援護者への
支援について

　地震や台風などの災害時、高齢者や障害者の中でも特に重度な要援護者
への支援について、個別支援計画の策定による自助・互助・共助・公助の
あり方について説明します。また要援護者受け入れ時の避難所開設の注意
点や運営方法も説明します。

保健福祉企画課

原子力災害時の住民
避難について

　関西電力株式会社高浜発電所及び大飯発電所において、原子力災害が発
生した場合の住民の屋内退避や避難の方法などについて説明します。

危機管理
・防災課

▼
詳
し
く
は
、
広
報
広
聴
課
（
☎
66
・
１
０

４
１
、
ＦＡＸ
62
・
７
９
５
１
）
へ
。

【新メニューの概要】

新
メ
ニ
ュ
ー
を
追
加
！

　

有
害
鳥
獣
か
ら
農
作
物
な
ど
を
守
る
た

め
、
田
畑
な
ど
に
電
気
柵
が
設
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
注
意
表
示
板
を
一
定
間
隔
に
配
置
す

る
な
ど
安
全
対
策
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
電

気
柵
に
は
触
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
《
農
林
課
》

電
気
柵
に
ご
注
意
を

●
６
月
25
日
㈫
14
時
か
ら
●
市
役
所
別
館

●
教
育
総
務
課
（
☎
66
・
１
０
７
０
）

傍
聴

定
例
教
育
委
員
会

　

東
浄
化
セ
ン
タ
ー
内
で
老
朽
化
の
た
め
改

築
す
る
し
尿
処
理
施
設
の
位
置
と
面
積
を
決

定
。
こ
れ
に
伴
い
東
浄
化
セ
ン
タ
ー
の
敷
地

面
積
を
変
更
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
、
平
成

25
年
６
月
７
日
付
け
で
変
更
。

　
　
　
　
　

         　

      

《
都
市
計
画
課
》

都
市
計
画
の
決
定
と
変
更

　

生
後
91
日
以
上
の
犬
の
飼
い
主
に
は
、
狂

犬
病
予
防
法
に
よ
り
毎
年
１
回
、
狂
犬
病
の

予
防
接
種
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
受
け
て
い
な
い
場
合
は
必
ず
動
物
病

狂
犬
病
の
予
防
接
種
を

　

現
在
お
使
い
の
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
○

（
母
子
医
療
）
と
父
子
医
療
受
給
資
格
認
定

書
○
（
父
子
医
療
）
は
、
７
月
末
が
有
効
期

限
。６
月
28
日
㈮
ま
で
に
継
続
の
申
請
を（
申

請
書
は
送
付
済
み
）。

《
８
月
か
ら
制
度
変
更
》
❖
父
子
家
庭
の
父

も
対
象
に
変
更
❖
名
称
が
「
母
子
医
療
受
給

者
証
」
か
ら
「
ひ
と
り
親
医
療
受
給
者
証
」

に
変
更
❖
所
得
制
限
額
が
現
行
の
児
童
扶
養

手
当
扶
養
義
務
者
の
所
得
制
限
額
と
同
額
に

変
更

●
保
険
医
療
課
（
☎
66
・
１
０
７
５
）

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
（
ひ
と
り
親
）

の
更
新

▪
就
職
個
別
相
談
〈
予
約
制
〉

●
７
月
３
日
～
31
日
の
水
曜
日
、
10
時
～
16
時

●
求
職
者
●
先
着
各
５
人

▪
福
祉
の
お
仕
事
出
張
相
談
〈
予
約
制
〉　

●
７
月
26
日
㈮
10
時
～
16
時

●
福
祉
の
仕
事
に
興
味
の
あ
る
人

《
共
通
》
●
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
応
じ

る
（
１
人
50
分
）
●
実
施
日
の
前
日
ま
で
に
住

所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
電
話
か
フ
ァ
ク
ス
で
。

就
業
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
63
・
０
８
１
０
、
ＦＡＸ
62
・
４
５
８
９
）

●
７
月
10
日
㈬
13
時
か
ら
●
市
役
所
別
館

●
財
産
管
理
や
遺
産
相
続
、
遺
言
な
ど

●
市
内
在
住
の
高
齢
者
や
障
害
者
と
そ
の
家
族

●
先
着
３
人
●
７
月
５
日
㈮
ま
で
に
電
話
で

高
齢
者
支
援
課
（
☎
66
・
１
０
１
８
）
へ
。

高
齢
者
・
障
害
者
権
利
擁
護
相
談

院
で
接
種
を
（
費
用
は
３
，
２
０
０
円
）。

●
生
活
環
境
課
（
☎
66
・
１
０
０
５
）

母

父

時時時時

場場

内

内

定

定 対対対問

問問

申

申


